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代用有価証券の種類と価格に関する表 

 

平成２１年９月２８日 

株式会社日本証券クリアリング機構 

 

１ 本表利用にあたっての留意点 

・ 本表は、『取引証拠金等に関する規則』における別表「代用有価証券の種類及びその

代用価格等に関する表」を簡略化したものです。より詳細な規定につきましては、本

規則をご参照ください。 

・ 本表に記載されている代用有価証券の種類及びその掛目は、清算参加者が当社に預託

する証拠金（取引証拠金）に対して適用されます。顧客が証券会社等に差し入れる証

拠金（委託証拠金）に対しては、当該掛目を超えない範囲で各証券会社等が独自に設

定するものとなっております。 

・ 当社の許可なく本表の改変、再配布等を行うことは固くお断りいたします。 

 

２ 代用価格 

・ 代用有価証券の価格（代用価格）は、代用有価証券を差し入れ又は預託する日の前々

日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。）における時価に当社の定める率を乗

じた額となります。 

・ ただし、相場環境の急変等によって当社が特に必要があると認めた場合には、代用価

格を変更することがあります。 

 

３ 代用有価証券の種類、時価及び当社の定める率は以下のとおりとなっております。 

 
有価証券の種類 時価 掛目 

日本証券業協会が売買参考統

計値を発表するもの 

当該売買参考統計

値のうち平均値 

国債証券（日本国債） 

売買参考統計値が発表されて

いないもののうち国内の金融

商品取引所において上場され

ているもの 

金融商品取引所に

おける最終価格 

（１）国債証券（変動利付国債、分離元本振替国債及び分離利

息振替国債を除く。） 

  ａ 残存期間１年以内のもの      １００分の９９

  ｂ 残存期間１年超５年以内のもの    １００分の９８

  ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの   １００分の９７

  ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの  １００分の９５

  ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの  １００分の９３

  ｆ 残存期間３０年超のもの      １００分の９２

 

（２）変動利付国債 

  ａ 残存期間１年以内のもの       １００分の９９

  ｂ 残存期間１年超５年以内のもの    １００分の９８

  ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの   １００分の９６

  ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの  １００分の９６

 

（３）分離元本振替国債及び分離利息振替国債 

  ａ 残存期間１年以内のもの       １００分の９８

  ｂ 残存期間１年超５年以内のもの    １００分の９７

  ｃ 残存期間５年超１０年以内のもの   １００分の９６

  ｄ 残存期間１０年超２０年以内のもの  １００分の９４

  ｅ 残存期間２０年超３０年以内のもの  １００分の９１

  ｆ 残存期間３０年超のもの       １００分の８８
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アメリカ合衆国財務省証券（米国債） 

ニューヨーク市場

における前日の最

終の気配相場 

（１）残存期間１年以内のもの      １００分の８４

（２）残存期間１年超５年以内のもの   １００分の８４

（３）残存期間５年超１０年以内のもの   １００分の８４

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの １００分の８４

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの １００分の８３

（６）残存期間３０年超のもの      １００分の８２

日本証券業協会が売買参考統

計値を発表するもの 

当該売買参考統計

値のうち平均値 

地方債証券 売買参考統計値が発表されて

いないもののうち国内の金融

商品取引所において上場され

ているもの 

金融商品取引所に

おける最終価格 

（１）残存期間１年以内のもの       １００分の９８

（２）残存期間１年超５年以内のもの     １００分の９７

（３）残存期間５年超１０年以内のもの   １００分の９６

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの  １００分の９４

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの  １００分の９２

（６）残存期間３０年超のもの       １００分の９１

日本証券業協会が売買参考統

計値を発表するもの 

当該売買参考統計

値のうち平均値 

社債券等（注） 売買参考統計値が発表されて

いないもののうち国内の金融

商品取引所において上場され

ているもの 

金融商品取引所に

おける最終価格 

（１）残存期間１年以内のもの       １００分の９７

（２）残存期間１年超５年以内のもの     １００分の９６

（３）残存期間５年超１０年以内のもの    １００分の９５

（４）残存期間１０年超２０年以内のもの  １００分の９３

（５）残存期間２０年超３０年以内のもの  １００分の９１

（６）残存期間３０年超のもの        １００分の９０

転換社債型新株予約権付

社債券（ＣＢ） 

国内の金融商品取引所に上場

されているもの 
金融商品取引所に

おける最終価格 １００分の８０ 

株券 
国内の金融商品取引所に上場

されているもの 
金融商品取引所に

おける最終価格 

国内の金融商品取引所に上場

されているもの 

金融商品取引所に

おける最終価格 投資信託の受益証券 

 

投資証券（ＲＥＩＴ等） 社団法人投資信託協会が前日

の時価を発表するもの 
当該時価 

１００分の７０ 

 
（注）社債券等については、適格格付機関（企業内容等の開示に関する内閣府令第１条第１３号の２に規定する指定格

付機関をいう。以下同じ。）から取得している格付が全てＡ格相当以上であるものとします。 


